
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

Ｎｏ． 63 
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移管対象 東京のびゅう事業部の一部と仙台の旅行業課の一部のみ 

個別ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

6月以降段階的に移管し、平成 27年度末までに全ての造成業務を移管  

地本・支社間で、スピード感を持ちつつも、しっかりと議論し認識を深める  

【商品造成業務のすみわけ】 

【JR東日本とびゅうトラベルサービスとの連絡体制】 

【びゅうトラベルサービスでの教育体制】 

季節波動はやむを得ない。従来手作業の商品造成を新システムにより簡略化する。  

新システムについて、検証を行い、必要に応じて改善すること 

36協定の趣旨に則り、「働いた時間は超勤をつける」ことを労使双方で指導する 

お客さまの声、声の変化は大切であり、法人格が変わっても相互に共有する。 

働く人の意見も聞き、各支社、商品造成部門に伝え、一体となって良い商品をつくる。 

地域との信頼をつくるには期間が必要であり、早めに人を育てることが必要。 

昼間地域に出て、夜に職場で働かざるを得ない部分があり、見合う体制が必要 

新システム導入により手仕事を減らし、地域との関係をつくる時間を作る。 


